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お知らせ
Information－ －問

申 ･･･ 申し込み先

･･･ 問い合わせ先

市税の納付は便利で確実な「口座振替」がおすすめです　～詳しくは税務課または指定金融機関へ～

は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ

サ
ー
ジ
施
術
費
助
に
つ

い
て

　

市
で
は
、
健
康
増
進
と
心
身
の
安

定
を
図
る
た
め
、
は
り
・
き
ゅ
う
・

マ
ッ
サ
ー
ジ
施
術
に
係
る
費
用
の
一

部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。
希
望
さ
れ

る
方
は
、
社
会
福
祉
課
ま
で
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
者
＝
市
内
に
居
住
す
る
次
の

　

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

　

・
65
歳
以
上
の
方

　

・
身
体
障
害
者
手
帳
の
１
級
ま
た

　

は
２
級
を
お
持
ち
の
方

▼
補
助
の
額
＝
施
術
１
回
に
つ
き　

　

１
千
円
と
し
、
対
象
者
１
人
に　

　

つ
き
年
４
回
を
限
度
に
補
助
。（
１

　

枚
１
千
円
の
補
助
券
を
４
枚
交
付

　

し
ま
す
）

　

※
利
用
で
き
る
施
術
所
は
、
市
と

　

契
約
し
た
市
内
の
施
術
所
に
限
り

　

ま
す
。

　

  　
　

伊
奈
庁
舎
社
会
福
祉
課

☎
58
︲
２
１
１
１

（
内
線
１
１
５
３
、１
１
５
４
）

問
申

幼稚園名
統一後(平成19年

4月１日から)

現行(平成19年

３月末日まで)

合併前(平成18年

３月末日まで)
わかくさ幼稚園

すみれ幼稚園
授業料6,000円 授業料6,000円 授業料6,000円

谷和原幼稚園 授業料6,000円 授業料5,500円
入園料1,000円

授業料5,500円

問
谷
和
原
庁
舎
学
校
教
育
課

☎
58
︲
２
１
１
１

（
内
線
８
２
０
０
～
８
２
０
２
）

ご
利
用
く
だ
さ
い

お
知
ら
せ
し
ま
す

市
立
幼
稚
園
授
業
料

統
一
の
お
知
ら
せ

　

市
立
幼
稚
園
の
授
業
料
は
、
伊
奈

町
・
谷
和
原
村
合
併
協
議
会
で
の
協

定
項
目
に
基
づ
き
、
両
町
村
で
の
違

い
の
あ
っ
た
授
業
料
を
統
一
す
る
た

め
、
つ
く
ば
み
ら
い
市
幼
児
教
育
協

議
会
を
設
置
し
検
討
し
ま
し
た
。
そ

の
報
告
に
基
づ
き
、
市
立
幼
稚
園
授

業
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
が
、
平

成
19
年
度
第
１
回
つ
く
ば
み
ら
い
市

議
会
定
例
会
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
の

で
、
平
成
19
年
４
月
か
ら
の
市
立
幼

農
業
委
員
会
か
ら
の

お
知
ら
せ

農
業
委
員
会
各
種
申
請
受
付
期
間

　

６
月
の
各
種
申
請
の
受
付
期
間

は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
受
付
期
間
＝
６
月
11
日
㈪
～
14
日
㈭

農
地
の
埋
立
て
・
盛
土
に
つ
い
て

　

農
地
は
、
皆
さ
ん
の
食
生
活
を
支

え
る
か
け
が
え
の
な
い
財
産
で
す
。

そ
こ
に
耕
作
に
適
さ
な
い
土
な
ど
を

入
れ
て
し
ま
う
と
復
元
が
困
難
に
な

り
、
地
域
農
業
に
と
っ
て
大
き
な
損

失
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
農
地
の

埋
立
て
や
盛
土
を
行
う
場
合
に
は
、

許
可
又
は
届
出
が
必
要
と
な
り
ま
す

の
で
、
行
為
を
す
る
前
に
必
ず
地
元

農
業
委
員
又
は
農
業
委
員
会
事
務
局

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

申
問
谷
和
原
庁
舎
農
業
委
員
会
事

　

務
局

☎
58
︲
２
１
１
１

（
内
線
８
１
２
０
～
８
１
２
２
）

稚
園
授
業
料
を
６
千
円
に
統
一
し
ま

す
。農

振
除
外
の
申
請

に
つ
い
て

　

農
振
法
に
基
づ
く
農
業
振
興
地
域

整
備
計
画
に
定
め
ら
れ
た
農
用
地
区

域
内
の
土
地
を
農
用
地
等
以
外
の
用

途
に
す
る
場
合
に
は
、
農
用
地
区

域
か
ら
除
外
す
る
手
続
き
が
必
要
で

す
。
市
で
は
、
平
成
19
年
度
農
用
地

区
域
内
農
地
の
除
外
申
請
を
年
３
回

（
６
月
・
９
月
・
12
月
）
次
の
と
お

り
受
け
付
け
し
ま
す
。
転
用
事
業
計

画
の
あ
る
方
は
、
受
付
期
間
内
（
期

限
厳
守
）
に
申
請
願
い
ま
す
。な
お
、

申
請
書
類
に
記
入
も
れ
又
は
不
備
等

が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
修
正

を
行
っ
て
か
ら
で
な
い
と
受
け
付
け

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
事

前
に
農
政
課
ま
で
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
６
月
受
付
期
間
＝
６
月
１
日
㈮
～

　

６
月
29
日
㈮

▼
９
月
受
付
期
間
＝
９
月
３
日
㈪
～

　

９
月
28
日
㈮

▼
12
月
受
付
期
間
＝
12
月
３
日
㈪
～

　

12
月
28
日
㈮

申
問
谷
和
原
庁
舎
農
政
課

☎
58
︲
２
１
１
１（
内
線
８
１
５
２)

商
業
統
計
調
査
に
ご
協
力

く
だ
さ
い

　

６
月
１
日
㈮
、
商
業
統
計
調
査
が

全
国
一
斉
に
行
わ
れ
ま
す
。卸
売
業
、

小
売
業
を
営
む
す
べ
て
の
事
業
所
が

対
象
に
な
り
ま
す
。
５
月
下
旬
か
ら

調
査
員
が
各
事
業
所
に
伺
い
ま
す
の

で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
な

お
、
提
出
さ
れ
た
調
査
票
は
、
統
計

上
の
目
的
以
外
に
使
用
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

問
伊
奈
庁
舎
企
画
政
策
課

☎
58
︲
２
１
１
１（
内
線
１
２
４
１
）


